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 年間　3.3月分支給
町長が50％、助役・教
育長が20％削減して
支給しています。

850,000円���

700,000円���

610,000円���

310,000円���

260,000円���

240,000円�����
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213人221人223人227人230人236人���

△8△2△4△3△6���

　平成17年度から人事行政の公平性・透明性の確保を目的として「人事行政の運営などの状況」を公表することが
義務付けられましたので、お知らせします。
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40.0323,500円398,000円355,000円282,300円170,700円���

45.8364,000円372,400円279,100円238,100円138,800円���

���������	
�����������
�

����������

����

����������

【配偶者】13,500円
【扶養家族】配偶者除く
①2人まで（配偶者扶養）１人：6,000円
②1人（配偶者非扶養） 6,500円
③1人（配偶者無） 11,000円
④その他 5,000円
満15歳の年度始～満22歳年度末まで
子1人につき5,000円加算
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【自宅の場合】 10,000円
【借家の場合】
18,000円以内：7,000円を控除した額
18,000円超：27,000円を限度に支給
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通勤距離2km以上の職員に支給
【交通機関使用者】
6カ月定期などの価格により一括支給
【上記以外の場合】
通勤距離に応じて24,500円を限度に支給
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  6月期 期末手当：1.4月分、勤勉手当：0.7月分
12月期 期末手当：1.6月分、勤勉手当：0.7月分
平成17年度は、期末勤勉手当合計額より11％削
減し、支給しています。
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　　　　　【自己都合】　【勧奨・定年】
勤続20年　　21月分　　　27.3月分
勤続25年　　33.75月分　  42.12月分
勤続30年　　47.5月分　　 59.28月分
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【部長職】　給料月額の12％
【課長職】　給料月額の8％
【浄水場長】　給料月額の6％
【保育所長及び副園長】　給料月額の5％
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世帯区分や扶養家族の人数により支給
【世帯主】①扶養3人以上　  195,300円
　　　　　②扶養1人～2人　173,100円
　　　　　③扶養0人　　  　106,300円
【その他】　　　　　　　　    69,400円
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　職員の給与は、基本給と扶養手当、住宅手当などの諸手当から成り立っており、町議
会の議決を経て定められています。

　町では、定員管理適正化計画を策定し、平成17年度から
平成21年度までの5年間に職員数を23人削減します。
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　年度当初に研修計画を立て、職員の能力向上などの
ため、各種研修を実施しています。
　平成16年度の研修修了者は、39人です。
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　職員の健康保持、増進を図ることを目的とした健康
診断、相談などの事業を行っています。また、町が行わ
なければならない元気回復などの事業を職員福利厚生
会へ委任し、その一部を補助しています。
　さらに、衛生委員会を設置し職場における健康安全
管理の指導、啓発を行っています。
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　分限処分とは、心身の故障などのために職員が職務を十分に果たすことができない場合に行う処分（降任、免
職、休職など）を言います。また、懲戒処分は公務員の秩序を維持するための職員の義務違反に対する制裁措置
（戒告・減給など）を言います。16年度は、処分事案はありませんでした。
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9000423事務職�����
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044議会
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35053総務
△21513税務
△21816農水
066商工
02525土木
15354民生
01212衛生

△63327教育����

△11312水道
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�
�
�

�
� 077下水道

077その他
△7243236��
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土・日曜日15分45分17時45分8時45分38時間45分
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10.6日236人2,494日9,315日
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平成16年4月1日の採用者は３人で、平成17年３月３１日の退職者は9人です。
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平成19年10月6日平成15年10月7日
非常勤金光　孝生委員長

非常勤三浦　義雄委員
非常勤祖母井　里重子委員
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１人１人１人
石狩市監査事務局が併任
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　平成16年４月1日から平成17年3月31日までに勤務条件（給与、旅費、勤務時間、休暇、執務環境、福利厚生、転
任、任用、その他）に関して、措置要求はありませんでした。
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　平成16年４月1日から平成17年3月31日までに不利益処分（降給、降任、休職、分限処分、戒告、減給、停職、懲
戒免職、転任、その他）に関して、不服申し立てはありませんでした。

（敬称略）

（人）
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